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 船舶事故調査報告書  

 

                             平成２６年９月１８日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                         委   員  庄 司 邦 昭 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 乗揚 

発生日時 平成２６年４月３日 １６時１０分ごろ 

発生場所 福岡県宗像
むなかた

市筑前
ちくぜん

大島西方沖 

 筑前大島灯台から真方位２３４°１,０２０ｍ付近 

 （概位 北緯３３°５４.３′ 東経１３０°２４.０′） 

事故調査の経過  平成２６年４月４日、本事故の調査を担当する主管調査官（門司事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

警備艇 げんかい、２１トン 

１４０７１４、内閣府 

 １８.５１ｍ×４.２０ｍ×２.００ｍ、アルミニウム合金 

 ディーゼル機関２基、１,６２８kＷ（合計）、平成２０年１月２９

日 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ５３歳 

 六級海技士（航海） 

  免 許 年 月 日 平成１７年４月２２日 

  免 状 交 付 年 月 日 平成２２年４月２１日 

  免状有効期間満了日 平成２７年４月２１日 

 死傷者等 なし 

 損傷 両舷のプロペラ、プロペラ軸及びプロペラ軸受に曲損、左舷舵板に擦

過傷、右舷舵軸に曲損、右舷舵機に濡損 

 事故の経過  本船は、船長ほか３人が乗り組み、船首約０.８ｍ、船尾約１.０ｍの

喫水により、筑前大島北西方沖をＧＰＳの２０ｍ等深線に沿って西進

後、南西進していた。 

船長は、航行方向に暗岩が存在することを知っていたが、まだ暗岩に

接近していないものと思い、陸岸の物標で船位を目測しながら航行中、

本船が、平成２６年４月３日１６時１０分ごろ、筑前大島灯台から真

方位２３４°１,０２０ｍ付近において、暗岩に乗り揚げた。 

本船は、両舷機が使用不能となり、舵機室に浸水したが、所属警察

署、海上保安庁などに連絡した後、水難救済会の救助艇に引き出さ

れ、巡視船にえい
．．

航されて福岡県福岡市博多港の博多臨港署定係地に

戻った。 
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（付図１ 事故発生経過概略図 参照） 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 西、風力 ２、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 下げ潮末期 

 その他の事項 

 

 本船は、航行範囲が福岡県糸島市の県境から博多湾を経て筑前大島

まであり、同範囲の海図を備えていた。 

本船は、レーダー及びＧＰＳプロッターを装備していたが、船長は、

ＧＰＳプロッターの航跡を記録する設定としていなかった。 

本船は、２軸２舵であった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

なし 

 本船は、筑前大島北西方沖を南西進中、船長が、航行方向に暗岩が

存在することを知っていたが、暗岩に接近していないものと思い、陸上

の物標で船位を目測しながら、航行を続けていたことから、暗岩に乗り

揚げたものと考えられる。 

原因  本事故は、本船が、筑前大島北西方沖を南西進中、船長が、暗岩に

接近していないものと思い、陸上の物標で船位を目測しながら、航行

を続けていたため、暗岩に乗り揚げたことにより発生したものと考え

られる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・障害物が存在する水域を航行する場合、海図で水路状況を確認し

た上、レーダー及びＧＰＳプロッターを使用して船位を確認しな

がら、航行すること。 

・ＧＰＳプロッターの航跡を残す設定とし、事故の解析及び再発防

止に活用すること。 

 



 

付図１ 事故発生経過概略図 
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